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・資料 2 清須市特定空家等判断基準（案）について 
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由) 
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加藤会長、水野委員、百瀬委員、岡田委員、吉田委員、野

田委員 

欠 席 委 員 洞澤委員（大学准教授） 

出 席 者 ( 市 ) なし 

事 務 局 

〔総務部 防災行政課〕 

大橋部長、後藤課長、舟橋副主幹兼係長、鵜子主任 

〔市民環境部 生活環境課〕 

猪子課長 

〔建設部 都市計画課〕 

飯田課長 

会議の経過（要旨） 

●事務局 

定刻となりましたので、ただいまから、平成28年度「清須市空家等対策協議会」を開会

いたします。 



 私は、司会を務めさせていただきます、防災行政課副主幹の舟橋でございます。よろし

くお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、委員の出席状況につきまして、ご報告させていただきます。本日、

洞澤委員から欠席の報告を受けておりますが、委員の半数以上の方が出席されておりま

す。従いまして、清須市空家等対策協議会条例第5条第3項の規定によりまして、本会議が

成立していることをご報告いたします。 

なお、本日は、清須市附属機関等の会議の公開に関する要綱第3条の規定により公開会

議となっていますので、よろしくお願いします。 

それでは、開催にあたりまして、清須市空家等対策協議会会長でもあります、加藤市長

からご挨拶申し上げます。 

 

●加藤会長 

（あいさつ） 

 

●事務局 

 ありがとうございました。 

それでは、これより議事に入る前に、本日お配りしました資料のご確認をお願いします。

配布した資料を読み上げる。 

それでは、会議進行につきましては、会長であります市長にお願いをいたします。よろ

しくお願いします。 

 

●加藤会長 

 それでは、この会議の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

はじめに、議事（1）空家等対策の現状について、事務局から説明をしてください。 

 

●事務局 

 はい。それでは、空家等対策の現状につきまして、防災行政課 後藤からご説明をさせ

ていただきたいと思います。失礼ながら、座ってご説明させていただきます。 

 資料1の説明 

以上で、資料1の説明を終わります。 

 

●加藤会長 

ただいま、議事（1）の説明をさせていただきました。この件についてご意見とかご質

問、またどんなことでもいいですから、お聞きしたいと思います。はい、どうぞ。 

 

●野田委員 



 西春日井広域消防予防課の野田と申します。今ご説明にありました、問題家屋の2です

が、先程、後藤課長のほうから説明がありましたように、火災がございまして、我々も出

ております。本火災という形で出て行っておりまして、実際のところ放火という疑いで今

のところ調査をしておりますが、つけ方がですね、屋根の上のほうにつけて、それで、時

間がちょっと経ってから燃えているということで、普通のタバコの投げ捨てだとかです

ね、そういう危険性ではなくて、明らかに火をつけて燃やそうという感じがするような事

案でございますので、こういう建物ですね、実際危険がいっぱいあるということで、市役

所からも要望がありましたので、西春日井の火災予防条例の24条「空地及び空家の管理」

ということで通知を出させていただきました。ただし、先程も言ったとおり、住所番地は

教えていただいたんですが、実際のところ電話番号もわかっておりませんので、こちらの

ほうもトライはしたんですが、なかなか連絡が取れないということで、一方的な通知とい

うことで終わっておりますので、解決にはちょっと程遠いかなという感じになっておりま

す。あとは警察のほうの捜査でですね、犯人が逮捕されるだとか、そういうことがないと

なかなか解決には至らないかな、ということだけ、ちょっと報告をさせていただきます。

以上です。 

 

●加藤会長 

 はい。他に何かございましたらどうぞ。 

 

●水野委員 

はい。一番初めの事例なんですけれども、所有者とされている人ですね、いつ頃までは

所在を把握されていたとかわかりますか。 

 

●事務局 

 はい。お答えします。我々はですね、実際には一度もお会いしたことがありません。郵

便受けに物が溜まるようになったのは、ここ1,2年です。それまでは、何か月かに一度、

どなたかが郵便受けの物を取りに来ておったというのを、ご近所さんから伺っておりまし

て、実際には我々は一度もお会いしておりません。郵便物につきましても、一度も返納が

ないものですから、我々は全て到達しておるという認識を持っておりました。で、現状、

本当にここ1,2年、郵便受けに溜まっているという状況が続いているということでござい

ます。以上です。 

 

●加藤会長 

 はい。他によろしいですか。 

それでは、他にご意見もないようですので、議事（1）空家等対策の現状についての説

明を終わります。 



次に、議事（2）、清須市特定空家等の判断基準（案）について、事務局から説明をして

ください。 

 

●事務局 

 はい。それでは、引き続き後藤からご説明をさせていただきたいと思います。それでは、

お配りしております資料の2、清須市特定空家等の判断基準（案）というものをご覧いた

だきたいと思います。 

 資料2の説明 

以上でございます。 

 

●加藤会長 

 はい。まあ、難しい説明がありましたけれど、何でもいいので聞いてください。 

 まず、今議論しているのは、判定に行った者が判断する「判断基準」をどうするかとい

うことをやっているのですか。そうですね。その基準は、例えば資料2の4ページにある3

番なんかだと、建物が1/20超傾斜しているとあって、これは判断基準ですね。壁がどのく

らい崩落しているかというのもひとつの判断基準。だから、ここに今現れているのが判断

基準ですか。 

 

●事務局 

 そうです。要は、国が示しているガイドライン上の判断基準が、今回お示ししているも

のが全てそうです。これを元にして、最終的に特定空家であるかないかということを判断

しなさい、ということでございます。 

 

●加藤会長 

 はい。何でもいいですから、聞いていただきたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

 

●百瀬委員 

 今の清須市さんの判断基準を見せていただいたんですけども、最終的には市長さんが判

断されるということで、冒頭にお話がありましたように、判断基準に基づく判断というこ

とで、次のページにあります特定空家等判定チェックリストというもので、ある程度一定

の判断を、現地に行って確認した、まあ担当者ですよね、担当者が判断していくと。それ

でもって、最終的に参考資料としての、市長が判断するための参考資料の作成というか、

そういうところだと思うんですけれども、基本的には国の示したガイドラインに沿った形

で、このチェックリストというものは作られておりまして、なおかつ、チェックリストの

そもそもの、こういうものをなぜ作らなければいけないかといったときに、やっぱりある



程度、担当者が違うと違う判断になってしまうというのもあんまりよくないというところ

で、一定の判断材料があっての判断ということで、こういうチェックリストが作られてす

ごくいいものだなと率直に思いました。 

で、ひとつ判断のところで、空家というくくりの中で、特定空家なのか、それとも単な

る空家なのか、もしくは潜在的な空家なのかという、要はグレーな部分が出てくると思う

んですけれども、特にそのグレーなものについての特定空家として判断するかどうかとい

うのが一番難しいところだと実際思うんです。そこをどういうふうに見極めるかというと

ころで、もうひとつ踏み込むというか、もしくはこういう形で判断するんですけど、もう

ちょっと内容を追加していくというのが必要なのかもしれないなというのを感じました。

以上です。 

 

●事務局 

 ありがとうございます。 

 

●岡田委員 

 私、建築士の岡田でございます。まず、特定空家の判断基準の前にですね、1,2これも

含めて確認したいんですが、特措法2条の中にですね、定義で、空家等とはということで

「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とあるんですね。それで、居住

というのは住宅だと思うんですが、その他の使用がなされているというのが、ちょっとわ

かりにくいんですが、店舗という話もございましたけど、例えばオフィスみたいなものも

考えてみえるんですか。それは該当しないんですか。あくまで店舗とか住宅なのか、その

あたりをまずお聞きしたいんですが。 

 

●事務局 

 はい。岡田さんの今の発言の中で、基本は住宅です。住宅のみとは言いませんけども、

住宅がメインになるという考え方です。 

 

●岡田委員 

 条文として、その他が書いてあるものですから、どういったものを含むのかなと思いま

して。 

 

●事務局 

 その他はやっぱり広い意味で、いわゆる建築物については全てだという認識はされるん

ですけれども、まずやはり住居、住居が一番メインになってくると、現状では。そう考え

ていただければ結構です。 

 



●岡田委員 

 はい。それと2ページ目のですね、チェックシートなんですが、これは国の基準なんで

しょうか。これは市で作られたんでしょうか。 

 

●事務局 

 このチェックシートというのは、ただ単にどういう物件かということだけを表すだけで

すので、所有者が誰でどういうものかということだけを表すだけのものです。 

 

●岡田委員 

 そうですか。と言いますのは、専門的なことでちょっと気になるものですからお尋ねし

たいんですが、カッコの3に構造とありますよね、その構造の中に在来軸組工法と枠組壁

工法とありますが、これは構造と言えば構造なんですけど、本来構造というのは先程のプ

リントのチェックリストにもありました木造とか鉄骨とか、そういう構造物のことを一般

的に言いまして、在来軸組とか枠組は当然大事なんですが、これは寧ろ工法のことを言っ

ているわけです。ですから、構造の中にこの項目が入るのはちょっとどうかなと、私から

見るとちょっと違和感があるというだけのことでございます。 

 

●事務局 

 そうすると、構造にした場合というのは、木造・非木造だけとか。 

 

●岡田委員 

 そうです。木造とか、あるいは鉄骨とか。実際住宅であればですね、今日も聞きたかっ

たんですが、鉄筋でも住宅はありうるわけですね。鉄筋の建物でも、空家だということは

ありうるわけですね、将来的には。 

 

●事務局 

 単純に、木造なのか非木造なのかということだけ列記すればいいと。 

 

●岡田委員 

 僕はできたら鉄筋も入ったらいいのかなと。木造・鉄骨・鉄筋かと思うんですが。もっ

と単純化すれば、木造・非木造は最低限。 

 

●事務局 

 それが構造ということですね。 

 

●岡田委員 



 そうです。木造の中に在来軸組とか枠組とか、あるいは伝統工法とか一般的に言うんで

すが。ちょっと私の中に違和感があります。 

 

●事務局 

 確かにそうですね。在来工法か枠組工法かというのは、そういう知識がないとわからな

いものですから、そこら辺のことは木造か非木造かということだけで十分かと思いますの

で、参考にさせていただきたいと思います。 

 

●岡田委員 

 それとですね、特措法の第9条なんですが、立ち入り調査等の調査権について出ており

ますが、これの中を読んでみますと、市の職員またはその委任した者に立入調査をさせる

ことができると書いてあるんですね。私たちから見ると国のチェックリストは非常にいい

と思うんですが、やはり判断をするということは、ある程度調査をする人の、総合判定を

する場合でもある程度、特に建築に関しては、知識が若干ないと、このチェックリストで

の判定がしにくいんじゃないかと、私は思われるんです。ですから仮に、今は市の職員が

チェックをされると、これはこれで結構でございますが、実は第1回の会議で、私今でも

覚えていますが、市の推進委員ですか、推進委員の方に空家かどうかの調査をお願いした

と。それは今言っていることとは本質的に違うのかもしれませんが、今後ですね、市の職

員でも別にいいんですけれども、内容によってはある程度専門の人も調査員として考えて

みえるか、ちょっと聞きたかっただけでございます。 

 

●事務局 

 実はですね、市長にも同じ質問をされまして、岡田さんとかそういう委員の方も一緒に

行ってもらってはどうかというお話をされました。実際我々が考えているのが、空家“等”

ですのでいっぱいあるんですね、事例が。例えばゴミ屋敷みたいなところだと、職員だけ

でも十分対応できるところがあると思うんです。建築的な指導が必要になってきた場合に

ついては、私の考えなんですけど、岡田さんは今委員なんですけど、委員の立場で見ても

らうのか、それとも建築士さんとある程度委託契約か何かを結んで、そういう調査をやっ

てもらったほうがいいのかということを、市長から宿題をもらったときに詰めようかなと

思っておりました。今、岡田さんが言っていただいたものですから、実際はやっぱり専門

的に建物のこういうところがいかん、こういうところが危ないからいかんよというお話を

いただきたいので、ご指摘いただきましたように、やっぱりそういうことをやったほうが

いいんであろうと思われますので、今のところ事務局のほうではそういう考えはあるとい

うことでご認識いただければと思います。 

 

●岡田委員 



 なぜ私があえてそういうことを言ったかと言いますと、やっぱり特定空家にしても空家

にしてもですね、固定資産税の減免があるじゃないですか。これは非常に、住民にとって

は関係することが多いですから、ある程度はシビアな見方をしていかないとですね、マズ

イのかなと思ったわけでございます。 

 

●事務局 

 おっしゃる通りでございまして、税の特例ですね、６分の１と３分の１の住宅特例の関

係があるんですけども、あの特例を外す際におきましては、大義名分が、特定空家として

認定したということは大事なんですけど、その認定したことによって、実はそこは住まい

家じゃないですよ、ということを納税者の方にわかってもらわないかんのです。要は建物

として、住居ができない状況だということで特定空家にしましたというときに、ちょっと

建築士さんから見ていただいた手法で、これはこういうところがダメだから建物として見

れないよと、住居として見れないよというアドバイスをもらうと、多分、税のほうの回答

としてもしやすくなるのかなということは、ちょっと思ってます。実際には。 

 現実には、特措法に基づいて税の特例を外す場合は、それに対しても異議申し立てとい

うか不服申し立てについては、税務課サイドが受けることになりますので、その辺も税務

課が納税者に説明できるようになる上での資料的な意見としては、ご意見をいただいてい

かないかんだろうということは、事務局としては考えておるところでございます。 

 

●岡田委員 

 もう一点いいでしょうか。この特措法の趣旨として一番大事なのは、いわゆる空家等の

適切な管理だけじゃなくてですね、あわせて空家等の跡地活用というのが大事な、条文と

して表現されてますから、今日はまだそこまで進んでないかもしれませんが、当然そこら

辺のものも協議会のほうで詰めていくんですよね、今後。どうなんでしょうか。 

 

●事務局 

実はですね、それもちょっとこの間のうちから、今は委員は７名でやらせてもらってお

るんですけれども、今言われた跡地利用についてはですね、活用をしていくアドバイスを

していくかどうかということも含めまして、そうなると、今いる委員にプラスして、例え

ば宅建の方々を入れる必要があるかとか、法律のほうに基づいて司法書士さんを入れる必

要があるかということをですね、改めて検討していかないかんのかなと思ってます。 

で、今跡地利用とおっしゃられたものですから、それにつきましては、今日は都市計画

課長も同席しているところなんですけども、当然規制等の関係が出てきますので、相談窓

口は、多分都市計画課のほうになってくるんだろうなということを思っています。 

実際には、この空家対策についてはですね、防災行政課が主ではやっておりますが、や

はり各課、それぞれセクションが違いますので、全庁体制で協力しながらやっていかない



かんものですから、それに対してのアドバイス、今おっしゃられた跡地利用については、

専門家の委員の方も入れておくべきなのかな、ということは事務局サイドでは考えており

ます。以上です。 

 

●岡田委員 

今、全国的に、他の市町では空家等の活性化をうたっておりまして、現実に名古屋市も

含めて動いているわけですね。ですから清須市さんもですね、ぜひ、庁舎も新しくなるこ

とでございますし、ぜひですね、市の活性化も含めて、できるだけ力を入れてですね、お

願いしたいということでございます。以上でございます。 

 

●事務局（大橋部長） 

ちょっと補足させていただきます。今、岡田委員さんからいただきました件、当然やっ

ていかなければいかんことだと私も思っております。ただ、今は現実的にはこのチェック

リストのほうを、早期に、やはり危険なほうをまず片付けたいというのが、清須市で一番

重いものでございまして。当然、これを片づけて、ご理解をいただければ、撤去していた

だける。そうすると空地ができますので、それをまあ、今、課長が言いましたように、す

ぐ次に転用できればいいんですけれども、できない場合どうしたらいいかっていうのは、

市としての計画作りの中に含めていかなくちゃいけないと思っておりますので、その辺の

ご協力をいただきたいなと。まず、今の方針としましては、将来的には当然なんですけど

も、特定空家を今どうするかというところですので、その辺のご理解をいただきたいと思

います。 

最初の質問等ですね、解説本のほうでですね、居住その他の使用という法的解釈で載っ

ておりましたので、ちょっと読み上げますと、最初説明したようにですね、居住ですね、

住居、居住していなくても、建物を物置や作業場等として使用していれば空家等と言えな

いという部分で、店舗とかではなくて、「その個人が物置とか作業場として使っておれば、

それは常時人が住んでいなくても、空家ではない」という判断を、一応法解釈のほうでう

たってあります。 

 

●加藤会長 

 そういう空家で放置してあるところは、跡地利用が難しい位置にあるというか、環境の

中にあるものですから、そこが難しいですね。壊したはいいが、どうやって使おうとか、

売れないとか道路がないとか、そういうところがネックになっとると思います。 

 今の、この建物の傾度を見るとかは、地震で倒壊とか半壊とかあるけれど、傾斜度が何

度とかテレビでよく測っているが、あれと一緒ですか。あれとはやっぱり違うんですか。

半壊とか全壊とか、後の補償の関係であるけれど。 

●岡田委員 



応急危険度判定と言って、私も資格があるんですけれども、いわゆる保険の適用とかい

ろいろ絡むんですけれども、そういうのも、一応実際には把握はしていると思いますけれ

ども。 

ひとつの目安として、よく市でも無料の耐震診断やってますけども、大体日本は地震の

多い国ですから、その都度法律は変わるんですけどね、今の基準で見ますと、当然こうい

う空家等は昭和５６年以前のもので、まず倒壊と見てもらって。極論を言うと。そんなよ

うなことじゃないでしょうか。 

 

●事務局（大橋部長） 

今、市長から言われました判定のことなんですけど、私ども空家のほうでは特措法の話

をしておりますけれども、結局、基本は建築基準法で言います、住居として認められない

危険な状況である、という部分も絡んできますので、税法上、軽減を外すという部分につ

きましては、どちらかと言うと、住居として認められないというのを基準に、安全な建物

じゃないよと、これが今の地震の部分の計算にも出てきておりますので、やっぱりそこと

兼ね合いがあるものですから、建築基準法と特措法と両方を加味しながらの判断になって

いくのかなというふうに思っておりますので、特措法だけじゃなくて、やはり建築面から

もその辺を言うことによって、住居じゃないよ、という証明になるのではないかと我々は

思っておりますので、専門家が必要になってくるんじゃないかと思っております。 

 

●加藤会長 

はい。他によろしいですか。 

 

●百瀬委員 

 はい。最初に空家等対策の現状についてということでお話がございましたけれども、そ

の4つの事例につきまして、中身を見てみますと、非常に問題点の多い事例ばかりだと思

うんです。実際、今、清須市様のほうでは43件こういう空家物件があるということを把握

して見えると思うんですけれども、例えば事例1です。所有者の所在地が不明であり、有

効な手立てが打てないと。例えばですけれども、こういう物件に対して、仮に最終的に市

長が特定空家として判断したときに、本当に処理ができるかといったときに、結局のとこ

ろ代執行に移ってしまう可能性が高いと思うんですけれども、こういう物件についても特

定空家と判断するということになってしまうんでしょうか。というのは、実際何ともなら

ない物件というのは今後増えていくでしょうし、処理ができない物件が今現状残っている

ということも言えると思うんです。それをどういう形で、もう代執行ありきで進めていく

というのもちょっとおかしな話ではないかなというふうに思われますけども、どうでしょ

うか。 

●事務局 



先のことはちょっと申し上げられないんですが、やはり特措法に基づいて特定空家とし

ました、14条に書いてあることを我々としては粛々と進めなければいけないんだろうなと

思ってます。ただ、今、百瀬委員が言われたように、この法の解釈というのも、今日は水

野先生がお見えになるんですけども、ところどころで解釈的なことを伺っていかないと、

特定空家にして、最終的に手が打てなくて代執行まで行かなきゃいけません、といったと

きに、本当にそれでいいのかどうかというのは、ある程度弁護士さんのほうの見解もいた

だきながら事を進めていくしかないのかなと、私は考えております。 

ですので、今回あがっていない事例の中にも、すでに弁護士さんにこういう案件どうし

たらいいでしょう、という案件が結構ございまして、今後は弁護士さん等のお力もいただ

きながら事を進めていかなければいけないだろうなと。で、代執行というのはやっぱり究

極ですので、そこまで行くにあたっては、やはり紆余曲折的なことがたくさん出てくるの

ではないかなと思っております。まだひとつもそういう事例は進めておりませんので、今

後やっていくという話ですので。先のことにはなるんですけれども、代執行まで行くとい

うことになると、全てご相談していかなければいけない事例というのは増えていくのかな

というふうには考えているところでございます。 

 

●水野委員 

今の時点では、全てが全て代執行で行こうという方針を決めて、とかそういうことでは

ないと聞いていいわけですね。 

 

●事務局 

 現状ではそうです。どうしても空家の対策が進まなかったときに、行政として何ができ

るかということを検討していく必要があると思います。ひとつの案を言うならば、例えば

代執行に行く前に、本来の趣旨は本人、所有者が対応しなければいけない、というのが法

の中に定められておりますので、本人が管理するものであると。ですから、その手助けと

なるように、先に除却費を少し補助する制度を作るとか、そういう流れも考えられるんじ

ゃないかな、ということは、ひとつの案としては持っております。ただまあ、とりあえず

一度、判断基準を今日ご承認いただいて、判断基準に基づいた特定空家を認定するところ

まで、まず行きたいなと。早急に行きたいなと。で、一度14条に基づいた案件を出して勧

告まで行くところで、どういう反応があるのかなというところも行政のほうとしては見た

いなというふうに考えております。代執行ありきという形ではなくて、代執行に行くまで

は、やはりいろんなステップがあるのではないかというふうに事務局サイドは考えておる

ところでございます。 

 

●野田委員 

ひとついいですか。この特措法もそうなんですが、空家ということで、特定空家という



のが重点になってくると思うんですが、先程私のほうからちょっとお話したように、放火

だとかですね、倒壊という、いわゆる近々の危険があるもの、これの優先順位をまずつけ

てですね。先程言われたように、清須だけで43件でしたっけね、この中で、チェックリス

トで判別を一気に全部やって、優先順位をつけて、悪いほうからか簡単にできるほうから

かはわかりませんけれど、そういうものを先にやっていかないと、その判断基準ができて、

じゃあどこから手をつけるんだというと、43件のうちのいわゆる代執行にこれは行かない

だろうというものからやっていくのか、すぐにでもやらないかんような危ない物件であれ

ば、これは代執行に非常に近い物件になると思うんですけど、その辺の考えはいかがでし

ょうか。 

 

●事務局 

43件に限らない話ではあるんですけれど、とにかく今日は判断基準を認めてもらって、

特定空家に認定できる作業を進めるということでお話させてもらって、そこから先の話と

いうのは、またその後のステップになると思いますので、まずは判断基準を認めていただ

いて、それに基づいた立入調査をやって、その後、特定空家として何件認めなければいけ

ないのか、というところからで、優先順位も確かにいると思うんですけども、そこからま

ずスタートしていきたいなというふうに考えておりますので。一気に43件というのはなか

なかできないかもしれませんけども、事務局サイドで優先順位はある程度つけて調査をし

て進めていくという方向性でいきたいと思っておりますので、お願いをいたします。 

 

●野田委員 

それに関連付けてもう1点。なぜこういうことを言ったかというとですね、先月になり

ますけれど、愛知県中の消防関係の予防担当が集まって、空家の対策についての会議があ

りました。まあ一部の会議なんですが、その中にやはりこういう問題がありますけれど、

その中にいい材料というかですね、いわゆる空家台帳というものを早々に作って、その中

で優先順位をつけて、それについて今度は特定空家のチェックをしていくと。これ、いか

がなもんかなというふうに思いましたので、今日ちょこっと資料もお出ししたんですけ

ど、これをひとつ考えていただくといいかなと、思っております。以上です。 

 

●岡田委員 

 ひとついいですかね。私は建築関係ですから、建築基準法が主になりますけれども、特

措法14条の第9項の行政代執行の条文があるわけですが、私も長年こういう仕事やってお

りますけども、まず代執行はほとんどないわけでございまして、今回もあんまり私の頭の

中にはなかったんですけども、その前に今言われた基準をまずしっかりやるということは

基本かなと思っておりますし、また協力できることはしていきたいと思います。以上です。

 



●加藤会長 

他にございますか。 

それでは、他にご意見もないようですので、清須市特定空家等の判断基準（案）につい

ては、先程ちょっと見直すようなご意見が入りましたが。 

 

●事務局 

はい。少しいただきました。 

 

●加藤会長 

 ですから、ご意見をいただいたものをさらに検討していただいて、原案を策定してまい

ります。それについては、今後どういう手続きをとりますか。 

 

●事務局 

 直したものをもう一度皆さんにお送りしまして、それでよければ、今日、仮承認的なこ

とをいただきまして、送って、意見をもらって、なければもう承認ということで受けさせ

ていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

 

●加藤会長 

 一部、先程ご意見いただいたところもございますが、とりあえず全体的なことについて

はこの案でご承認をいただくと。そしてさらに見直したものについては再度皆さん方にお

届けしまして、ご承認いただきたいと思っておりますが、それでよろしいですか。 

（異議なしの声） 

 

●岡田委員 

 すいません、ひとつだけ。こういう空家の問題は一般市民がどれくらい周知をしている

のかというのも少しあるんですね。最近色々テレビ等新聞等で情報を流していただいてお

るんですが、清須市さんとしても広報紙というＰＲするものがございますから、ぜひ一般

市民の方にもこういうことをもう少しわかるように、わかりやすく周知をしていただきた

いなと。やっぱり市民の方の気持ちも変わってくると思いますから。ぜひそれをお願いし

たいなということでございます。以上です。 

 

●加藤会長 

 関心を持ってもらうということですね。 

 

●事務局（大橋部長） 

 広報紙にも空家の関連の、要するに一般的なパンフレット的なもので考えておりまし



て、一般の人も空家の対策がどうなのか、ということがわかるような記事を一度考えさせ

ていただいて、市の状況で、こういう協議会ができているというようなことも少しお知ら

せするような形のものを考えていきたいと思いますので。 

 

●加藤会長 

 はい。他によろしいですか。 

ありがとうごいました。今後のことについては事務局から説明をしてください。 

 

●事務局 

はい。今後のスケジュールについてご報告申し上げます。次回は、空家等の調査を進め

まして、特定空家等の判断を行っていただくことになると思われますので、よろしくお願

いをしたいと思います。時期につきましては年度内になるのか、年度をまたぐことになる

のか、調査が終わり次第皆様方にお諮りをしたいと思っておりますので、よろしくお願い

します。以上です。 

 

●加藤会長 

 とにかく、今、写真で見ていただいたとおり、本当に危険な状況の建物があるものです

から、一日も早く対応していかなければいけないと思っておりますので、そのように私ど

ももスピードを上げていかなければと思っております。 

それでは、本日の会議の議事は全て終了しました。会議を終了いたします。長時間にわ

たり慎重審議ありがとうございました。事務局何かあったら。 

 

●事務局 

長時間に渡り、ありがとうございました。これをもちまして、平成２８年度清須市空家

等対策協議会を閉会いたします。 

 

会 議 の 結 果  会議の経過に示したとおり 

 


